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会議に付した事件 

 日程第１         追加議案上程 提案理由説明 

              （議案第14号、議案第15号） 

 日程第２   議案第１号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

 日程第３   議案第２号 基山町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第４   議案第３号 基山町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部改

正について 

 日程第５   議案第４号 基山町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第６   議案第５号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

 日程第７   承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度基山町一

般会計補正予算（第８号)） 

 日程第８   議案第６号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第９   議案第７号 令和２年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第６号） 

 日程第10   議案第８号 令和２年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号） 

 日程第11   議案第９号 令和２年度基山町下水道事業会計補正予算（第５号） 

 日程第12   議案第14号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第10号） 

 日程第13   議案第10号 令和３年度基山町一般会計予算 

 日程第14   議案第11号 令和３年度基山町国民健康保険特別会計予算 

 日程第15   議案第12号 令和３年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第16   議案第13号 令和３年度基山町下水道事業会計予算 

 日程第17   議案第15号 令和３年度基山町一般会計補正予算（第１号） 
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 日程第20   報告第１号 基山町土地開発公社の事業報告について 

 日程第21         委員会付託 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（品川義則君） 

 ただいまの出席議員数は12名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これより直ちに開議します。 

      日程第１ 追加議案上程 提案理由説明 

○議長（品川義則君） 

 日程第１．追加議案上程、議案第14号、議案第15号の提案理由の説明を議題とします。 

 この際、朗読を省略し、これより提案理由の説明を求めます。松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。 

 それでは、令和３年第１回定例議会に付議いたします追加議案について提案理由を御説明

申し上げます。 

 今回の追加議案は、令和２年度補正予算案件１件、令和３年度補正予算案件１件を上程い

たしております。 

 それでは、提案理由の説明をいたします。 

 まず、議案第14号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第10号）についてでございます。 

 今回、補正予算として1,984万4,000円の増額をお願いしております。これを現計予算と合

わせますと、一般会計予算総額は、歳入歳出とも106億2,992万1,000円となります。 

 内容については、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金事業費及び若基小学校校舎大規模改造事業の工事費などを増額するも

のでございます。 

 詳細につきましては担当課長より説明いたします。 

 次に、議案第15号 令和３年度基山町一般会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 今回、補正予算として１億1,539万円の増額をお願いしております。これを現計予算と合

わせますと、一般会計予算総額は、歳入歳出とも71億5,603万1,000円となります。 

 内容につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業費及び新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金事業費を増額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしく御審議いただき、御可決くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 
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○議長（品川義則君） 

 以上で、町長の提案理由の説明が終わりましたので、次に、担当課長の詳細説明を求めま

す。 

 議案第14号の詳細説明を求めます。平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 それでは、議案第14号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第10号）につきまして説明

をさせていただきます。 

 追加の議案書１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算につきましては、予算総額に歳入歳出それぞれ1,984万4,000円を追加し、

予算総額を106億2,992万1,000円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表．歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入につきましては、14款．国庫支出金を4,746万4,000円増額し、18款．繰入金に1,052

万円、21款．町債に1,710万円の減額をお願いしております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、３款．民生費に426万4,000円、４款．衛生費に982万3,000円、10款．

教育費に1,637万5,000円を増額し、５款．労働費に375万円、８款．土木費に487万4,000円

の減額をお願いしております。また、予備費を289万1,000円減額し、調整を図らせていただ

いております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表．繰越明許費でございます。 

 年度内に事業完了が見込めないものにつきまして10件、2,457万1,000円の設定をお願いし

ております。 

 額の大きなもので申し上げますと、10款．教育費、２項．小学校費で、国の補正予算での

採択を受け実施する若基小学校の体育館トイレ改修に係る校舎大規模改造事業として1,678

万9,000円の設定をお願いしております。 

 そのほかにつきましては、これまでに計画をしております新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金事業で年度内に完了が見込めないものについて設定をお願いいたしてお

ります。 
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 ５ページをお願いいたします。 

 第３表．地方債補正でございます。 

 学校教育施設等整備事業では、2,530万円の減額をお願いしております。これは、総合体

育館武道場の空調設備整備事業の補助裏に臨時交付金が充当できることになりましたので、

起債を取り下げるものでございます。 

 次に、若基小学校校舎大規模改造事業に係る防災・減災・国土強靱化緊急対策事業820万

円の増額をお願いしております。 

 次に、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入、14款．国庫支出金、２項．国庫補助金、２目．衛生費国庫補助金、１節．保健衛生

費補助金に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金446万4,000円の増額をお願

いしております。ワクチン接種に向けた体制の整備に係るものでございます。 

 次に、４目．教育費国庫補助金、１節．小学校費補助金、学校施設環境改善交付金418万4,

000円の増額をお願いしております。若基小学校校舎大規模改造工事を行うためのものでご

ざいます。 

 次に、８目．総務費国庫補助金、１節．総務費補助金には、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金3,881万6,000円の増額をお願いしております。これは、国からの３次

配分の一部であり、令和２年度事業として取り組むためのものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 18款．繰入金、１項．基金繰入金、10目１節．ふるさと応援寄附基金繰入金に1,052万円

の減額をお願いしております。財源調整を図らせていただいております。このふるさと応援

寄附基金繰入金の充当事業一覧につきましては、追加の議案資料令和２年度予算関係のほう

の３ページのほうに掲載をいたしておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 21款．町債につきましては、第３表．地方債補正でご説明をさせていただいたとおりでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございます。歳出では、これまでの新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金事業について、新たな事業の追加や実績見込みによる不用額の整理、あわ

せて臨時交付金及び基金の充当の整理を行っております。 
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 それ以外の部分で主なものをご説明したいと思います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２款．総務費、１項．総務管理費、６目．企画費、19節．負担金補助及び交付金に、甘木

鉄道運行維持対策事業負担金89万7,000円の増額をお願いしております。新型コロナウイル

ス感染症の影響による減収に対する支援でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３款．民生費、１項．社会福祉費、１目．社会福祉総務費、19節．負担金補助及び交付金

に、生活保護受給世帯等に対する生活支援のための生活支援福祉給付金261万円の追加をお

願いしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２項．児童福祉費、３目．ひとり親福祉費、19節．負担金補助及び交付金に、ひとり親家

庭に対する生活支援のため、児童扶養手当世帯支援給付金200万円の追加をお願いしており

ます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ４款．衛生費、１項．保健衛生費、１目．保健衛生総務費、19節．負担金補助及び交付金

では、休日における発熱者の外来受診に対応するため、休日救急医療事業負担金に535万9,0

00円の増額をお願いしております。 

 次に、２目．予防費では、新型コロナウイルスワクチン接種に向けた体制整備に係るもの

を計上しております。配送用の保冷バッグや推進室の事務用品などの消耗品、電話機の増設

やパソコン、机、椅子などの備品購入費など、合計で446万4,000円の増額をしております。 

 14ページをお願いいたします。 

 10款．教育費、２項．小学校費、２目．若基小学校管理費では、体育館トイレの改修を行

う若基小学校校舎大規模改造事業として、13節．委託料に実施設計・監理業務委託料325万9,

000円、15節．工事請負費に1,353万円の追加をお願いしております。 

 18ページをお願いいたします。 

 最後に、14款．予備費でございます。今回、289万1,000円を減額し、調整を図らせていた

だいております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業につきましては、事業一覧

のほうを追加議案資料、令和２年度予算関係の４ページから６ページに掲載をいたしており
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ますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 以上で、令和２年度基山町一般会計補正予算（第10号）の説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（品川義則君） 

 詳細説明が終わりましたので、ここで９時50分まで休憩いたします。 

～午前９時42分 休憩～ 

～午前９時50分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

      日程第２ 議案第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第２．議案第１号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定についてを議題とし、本案に対する質疑を行います。ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第１号に対する質疑を終結します。 

      日程第３ 議案第２号 

○議長（品川義則君） 

 日程第３．議案第２号 基山町職員の旅費に関する条例の一部改正についてを議題と

し、本案に対する質疑を行います。ございますか。中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 おはようございます。 

 議案第２号のこの旅費の条例の一部改正についてですけれども、私がよく把握してい

ないのか、もしそうであれば申し訳ないんですけれども、この旅費の条例の一部を改正

するまでの経緯がちょっとあやふやで、私は理解できていないんですけれども、ここに

至るまでの経緯をもうちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 
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 今回の改正につきましては、提案理由のほうでも少し御説明をさせていただきましたけれ

ども、令和３年度に、具体的に申し上げますと農林水産省になりますけれども、こちらの本

省と基山町の職員と人事交流ということで、割愛によってそれぞれの職員となるようになっ

ております。そういった中で、国のほうではもう既にこの赴任旅費というのが規定されてお

りますので、基山町から赴任いたします職員につきましては、国の基準に基づきまして支払

われることとなっております。 

 一方で、国のほうから来られる分については、基山町のほうにはそういった規定がござい

ませんので、今回新たに規定をさせていただいて赴任旅費という形で、いわゆる引っ越し費

用であったり、こちらに赴任するまでの旅費であったり、そういったところを支払うために

条例改正をさせていただくものでございます。 

○議長（品川義則君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 御説明をありがとうございます。 

 それで、もう一つお尋ねしたいんですけれども、これは国家公務員に限定されている

のではないかなと。もしかして今後、例えば地方自治体との交流とか、そういうことで

赴任をされてくる方たちがもし今後出てきたとすれば、そのときはまた別個に地方自治

体、例えば東北のほうとか北海道とか遠いところがある可能性があるとすれば、そのと

きはまたこの条例をもう１個改正するということになるんですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 今、既に人事交流という形で、現在でいけば佐賀県のほうに１名、それから小郡市のほう

とは人事交流という形で１名派遣いたしておりますけれども、その分につきましては、特に

居所を変えたりというところがございませんので、こういった規定を設けておりません。 

 今、議員がおっしゃったような、例えば東北であったりとか北海道であったりとか、九州

でも居所を変えるような人事交流をすることになればそういったこともありますが、通常は

研修という形になりますので、この条例ではないいわゆる旅費としてお支払いをするといっ

た形になりますし、また、今のところそういったところを想定いたしておりませんので、そ



- 315 - 

ういったところが出てきましたら改めて内部で詰めさせていただいて、そういった割愛的な

形で人事交流をしなければならないというようなことが発生すれば、改めて条例を改正して、

当然予算も伴ってまいりますので、そのときにお願いするということになると考えておりま

す。 

○議長（品川義則君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 もう一つ私が教えていただきたいのが、どうもこの第６条の、これは国のものをその

まま持ってこられたと思うんですけれども、「及び交通費」を「交通費、移転料、着後

手当及び扶養親族移転料」とあるんですが、この着後手当というのをちょっと教えてい

ただいてよろしいですか。どういうものなのか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 着後手当と申しますのは、今回の場合は本州でございますので関東地方からになると思い

ますが、引っ越しをされたときに、そのまますぐにアパート等に入れれば必要もないかもし

れませんけれども、基本的には仮住まいというか、ホテルをお借りしてそういった引っ越し

の準備なり、事前にこちらのほうに赴任されたりということになりますので、そういった部

分での宿泊費、それからそれに相当する日当分をお支払いするというものでございます。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 松田町長にお伺いいたします。 

 人事交流については歓迎するんですけれども、住居の移動が伴う赴任は旅費、それから住

宅、家族の帯同とか、今回の条文の中に入っておりますいろんな経費がかかるんです。こう

いうコロナ禍の時期の人事交流であれば、基山町にとってのそれなりの意義とメリットがな

ければなりませんけれども、それをきちんとまた町民に示さなければいけませんが、町長の

お考えをお示しください。 

○議長（品川義則君） 



- 316 - 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 これまで国との人事交流は今もやっております経済産業省の出先機関であります九州経産

局、そして、過去にあった例といたしましては、財務省の出先機関であります福岡財務支局

との交流をやったところでございます。今回の交流は、形としてはこれと全く同じものでご

ざいます。お互いにそれぞれの身分をそれぞれに渡し合って、来る人は基山町の職員として、

そして行く人は国家公務員になるという、そういう形は全く一緒でございます。 

 今回、農業の関係での話が参りましたので、まずは、これは実は毎年募集が来ているんで

すが、希望者が毎年出ておりません。今回初めて、ぜひ頑張りたいという若手職員が出てま

いりましたので、我々としては九州農政局、いわゆる熊本県のほうに行くのではないかとい

うふうに思ったところ、もともと熊本県もしくは東京都というふうには書いてあったんです

けれども、ぜひ東京都のほうに来てほしいし、農水省からまた若手のばりばりを出したいと

思うので、そういう交流をというふうな、そういうことがございましたので、新型コロナ期

ではあります。それから、本人にももちろん熊本県ではなくて東京都になりそうだけれども

大丈夫かという話もして、ぜひ頑張りたいという、そういうことがありましたもので、これ

はまず人材育成にもなりますし、それから農水省のまさに最前線の若手が基山町に来てくれ

ることは、単に農業分野だけではなくてほかの分野においても活躍していただけるのではな

いかと思いますので、まさにウィン・ウィンの関係になるのではないかということで考えた

ところでございます。 

 ただ、そのときに唯一問題として残っていたのが、これは熊本県でも同じことが起こって

います。なぜならば、赴任旅費は必ず熊本県でも出ますので、今までが福岡県だけだったの

でそういうものが必要なかったんですけれども、今回、だから農水省とやった場合は必ず東

京ではなくても熊本県から必ずそれが必要だったんですけれども、今回東京都からでござい

ますので、そこの規定がうちのほうにはないので、だから今回払うのは、東京都から来る人

がうちの身分になってくるので、うちとして払うということで、逆にうちから行く人間は、

もう農水省の人間になるわけですから、農水省から東京都に行く手当が出るという、そうい

う形になります。もちろん国はそういうのはきちんとしていますので、きちんとした赴任手

当等々が農水省から支給されるということになります。今回は向こうから、東京都から来る

農水省の職員の者についてという、そういうことになるわけでございます。 
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 コロナ禍ということで、何でもかんでもやっぱりチャンスで、逆に言えば来年また若手の

人間、同じ人間が手を挙げてくれるかどうかも分かりませんので、うちにとってはこれはい

いチャンスだというふうに考えて、今回人事交流をさせていただいたところでございます。

もちろんこれにとどまらず、ほかのことが必要になれば当然考えられますが、先ほど自治体

で東北の話がありましたけれども、多分東北というのは震災をイメージされたと思いますが、

そういうことでございますので、向こうから来る場合だけが今の適用になりますもので、東

北から基山町に来られるという可能性は非常に少ないというふうに思います。逆に、基山町

がいろいろな災害のときに出すような場合は、決して相手の職員になるのではなくてこちら

の職員として出すわけですから、そういう規定の変更等は必要ないということになるわけで

ございます。 

 あと、民間という話もあるかもしれませんが、民間ですと交流法でまた別の、そもそもそ

れ自体の条例をつくらなければいけませんので、旅費だけの規定を変えるということではご

ざいませんので、今回一緒にすることは無理ということでございます。将来的には民間との

交流も考えなければいけないと思うので、そういう条例、全く別の条例をつくっていかなけ

ればいけないというふうになると理解しております。 

 言いたいのは、決して無理矢理行かせているわけでもなく、本人の希望の中でウィン・ウ

ィンの関係で基山町がプラスになる。しかも、今回の一般質問でも農業が弱いという話が出

ておりますので、私も弱いと思いますので、そういう意味では強い味方が来てくれるという

ことで、今一応名前が来ましたので、非常に若くて頑張れそうな男性が来てくれますので、

そういう意味では期待しているところでございますので、議員の皆様方にもぜひ御理解いた

だいて、一緒に来てくれる農水省の人間を基山町のために一緒に働いていただけるようにし

ていただくとうれしいなというふうに思っているところでございます。どうぞ御理解いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 人事交流は、こっちから行っていただく方については、ある意味若い職員ということです

と、投資といいますか、期待して出していくわけですけれども、期待どおりに帰ってきてく

れるかどうかというのは非常に難しいところではあると思いますけれども、町長の御経験な
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どからして、今度こちらから出かける職員に対してどういう言葉をかけて、どういうふうに

して帰ってきていただきたいというふうに思っておりますか。どういう形で最終的な姿とし

ては帰ってくるのが一番望ましいと思っていますでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 私はどういう仕事をやっていたかというと、九州のいわゆる経産省の人と本省を交代させ

る人事とか、それから自治体と国を交代させる人事等をやっていました。これは、はっきり

言うと全てが成功したわけではありません。やっぱり必ずうまくいかない、期待したとおり

にならないケースもあります。その最たるものは、向こうで一番最たるものは、向こうで気

に入られて向こうに取り込まれてしまうということが、まず最たるものとしてあります。う

まく機能しないのならまだいいのですが、それがまず最たるもので、そういう例は特に若手

のエース級を送り込んだときにそれになると、非常にショックを受けた記憶もあります。逆

に、自治体とかで送り込んだ人間がすごく気に入られて、もう帰ってこなくて向こうの人に

なったような例もあります。 

 でも、大体７割から８割ぐらいは、お互いにウィン・ウィンですごいいい結果が出てきて

いると思いますので、行く職員に対しては、まずは広い見地を持つチャンスになるというの

と、それから役場の職員の方々と話して一番あれなのは、国の、例えば本省とかに電話をか

けたりすることをすごくちゅうちょする人が多いんです。もう本当に、国の人なんて一番電

話をかけやすいんです。という話で、今どんどんかけるように、それこそ昨日もある課長に

かけなさいと言ったら、かけたら簡単に答えが返ってきて、ほらそうやろうがというそうい

う話があるので、やっぱり行くとそこが分かるんです。そんなに敷居が高くもないし、恐れ

る必要もないと。そこはすごくその人にとってプラスになるというふうに思います。 

 それから、やっぱりいろんな人材が全国から集まってきていますので、そういった人材と

の交流をやるというのもすごくその人の人生にとってはすばらしいことになるというふうに

思いますので、そういう交流をきちんとやること。ただし、やっぱり仕事はハードだと思い

ますので、体調面の注意を十分にすることを言いたいし、東京に行くたびに顔色は見に行き

たいというふうに思います。やっぱり体調というのは非常に、健康というのは大事なので、

そのあたりは十分に出すほうが気をつけなければいけないというふうに思っておりますので、
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その２点、交流を広めることと、健康面に注意することを私のほうからは伝えたいというふ

うに思っているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 旅費のあれですね。私町長に、今説明がありました。今分かりました、やっと。今、議案

審議のこの段階でしか町長からこの条例改正の理由は聞いていないんです。何で全員協議会、

こういう職員の大事な人事交流とは、議会に対して事前に何で説明をされなかったのか。議

案審議で質問があって、こういうことであります。この大事な人事交流、私も必要だと思い

ます。それを議会に対して、町長、説明責任がこの頃おろそかになっているのはないですか。

総務企画課長も副町長もしかりです。全員協議会で全部あっています。ちょろちょろっと議

運のときに言われただけです、説明があったから。だから、こういう大事な条例を出すなら

ば、事前に議会に対して説明をする責務があると思いますけれども、町長は全くないという

考えで、今質問があったから答えられたと。私たちは今しか分かっていないんです。町長に

対して、議会に対する、住民代表である議員に対してのこんな大事な人事交流、職員の一生

に関わるような人事交流の大事な旅費規程の改正を全く議会に説明がなかったと。今初めて

質問があってから町長が答えられましたけれども、こういうことは今後ないようにお願いし

ます。 

 それにつきまして、二、三、この条例改正について質問します。 

 そもそも今回のこの条例改正は、特定の人事交流、国家公務員との人事交流に関してのこ

とを主眼とした改正になっています。そもそも基山町の職員の旅費規程というのは、全ての

基山町の職員に対して、全体に対して適用する条例ですよね、旅費条例。特に指定したいの

は、第２条に、本町の要請により国家公務員からと。何でそこで限定するんですか。この規

程をつくっている市町村は、私も相当調べたけれども、こういうものをつくっているところ

はありません。強いて言えば、国家公務員等に対する旅費規程、これには赴任とは新たに採

用された職員がその採用に伴う移転のために要したことが赴任ですと。うちのこの条例改正

案では、新たに基山町の要請により国家公務員から基山町職員になった者だけのことを書い

てあるんです。だから、これは全然関係ないんです。新たに採用された職員が、職員となっ

たときでよかったんです。佐賀県の旅費規程にも、赴任とは新たに採用された職員がその職
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員採用に伴う移転のためにしたことを赴任と入っています。何でここに国家公務員というの

を限定する必要があるんですか。これは削除すべきです。先ほど中村議員が言われたような

東北とか、全国の地方公共団体どこからでも適用できるような条例改正をすべきです。だか

ら、何でここに国家。それは町長は国家公務員との人事交流というのが頭の中にあるから、

総務企画課長も頭に入っているけれども、新たに国家公務員からというこういう事項を入れ

る必要はないし、入れるのはおかしいんです。どこの市町村にもないです。何でここに入れ

る必要があるのか。これは新たに基山町の職員に採用された職員と言えばいいことであって、

あえてこれを国家公務員と入れるのは、基山町の旅費条例の解釈を大きく誤った措置と思い

ます。 

 それと別表、移転手当。移転手当は１つしかないです。国家公務員の移転手当は級別にあ

るんです。総理大臣から特別職から。区分が、指定職、６級以上、４級、３級以下、４段階

にあるんです、移転料の。これは１つしかないです。ということは、20代の若手が国家公務

員から基山町職員になるからその分だけしかしていないということでしょう。極端な話、部

長職として上級のほうから来るときに。だからこれも３段階、４段階書いておけば、つくっ

ておけばいいんです。町長、総務企画課長の考えもその特定の国家公務員というのを前提に

この条例改正をしているから、全く合わないような改正案になっていると。 

 だから私が言いたいのは、国家公務員を削除すべきということと、別表第２のこれは全部

網羅すべきと。旅費日当とかと同じように。何かありましたら。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、第２条の規程の部分でございますけれども、議員おっしゃいましたのは、こういっ

た形でつくっている市町はないということでございましたけれども、ここについてはいろい

ろな市町の条例を参考にさせていただきましたので、決してないということはございません。 

 それから、もともと本町の要請によりということを入れないと、例えば今、国家公務員を

されておって、うちの試験をたまたま受けられて、今度例えば採用することとなったときに

は、その方にも例えば関東とか関西にいらっしゃれば、お支払いすることとなります。しか

しながら、これまで例えば新規職員を採用したときも、そもそもが基山町の場合は、例えば

転勤とかそういった想定もございませんので、採用したときにそういった移転手当というの
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を支払った実績もございませんので、そういった限定的なことをさせていただいたというと

ころでございます。 

 また、市町村によりましては、例えば今回農林水産省との人事交流ということでございま

すけれども、そういった限定的な農林水産省との人事交流に関するそういった支払いの条例

をつくられているところもございます。 

 そういった中で、今のところ想定しておりますのが国家公務員でございますので、そうい

った形で規定をさせていただいたというところでございます。 

 それから別表のほうでございますが、確かに議員おっしゃるような考え方もございますけ

れども、あくまでも今回つくりましたのは人事交流で、そういった中でも国が要請した部分

とさせていただいておりますので、そういった規定をさせていただいております。もしそう

いったところが必要になれば、先ほど中村議員のときにも申し上げましたけれども、改めて

また予算等も上程する必要もございますので、そういったときに改正をさせていただきたい

と思います。 

○議長（品川義則君） 

 鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 総務企画課長が言い訳を一生懸命やっていますけれども、そもそも、だから、頭の中には

もう国家公務員という特定の人のための赴任手当が必要だからということで前提で書いてあ

るんです。そもそも基山町の旅費条例というのは、全部の職員がこれを見れば全部それに該

当すると。それで旅費を支払うというふうなものが旅費規程なんです。筑紫野市からずっと

福岡市とか佐賀県とかを見ていました。国家公務員と書いてあるのはどこかあるかなと一生

懸命見つけました。１つだけありました。福岡市の職員の旅費規程にこう書いてあります。

赴任手当は、新たに採用された市職員のうち本市の要請により国家公務員または他の地方公

共団体の職員に赴任手当を払うと。だから、国家公務員と書くならば他の地方公共団体にも

書くし、佐賀県の国家公務員の旅費規程については、新たに職員になった者と。それはいい

んです、それで。何らそこに国家公務員と書く必要は何もないんです。 

 そうすることで、総務企画課長は１つ言ったけれども、本当はそういう頭だった場合は、

特定の人のための特例条例をつくればいいんです。だから特例条例と旅費規程が一緒になっ

ているから変なことになって、本当は、先ほどちらっと総務企画課長が言ったように、この
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国家公務員の今度人事交流する人のための特例条例をつくればいいんです。余りあれですけ

れども。 

 そういうことで、国家公務員の規定の削除と別表の等級をつくることを要求といいますか、

質問して終わります。総務企画課長、さっきから何か言いたそうですけれども、何かありま

したら。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 例えば、県内で申し上げると玄海町も、どちらかというと佐賀県との割愛による人事交流

をされております。あそこの条例については、佐賀県とということで書いてありますし、あ

る意味、先ほど鳥飼議員がおっしゃったような、例えば国家公務員及び地方公共団体という

ふうな規定をされているところもございます。ただし、現在としては、今うちのほうで想定

をしておりますのは、先ほどから町長も申し上げましたように国家公務員とのそういった割

愛による人事交流というのを想定しておりますので、今回の旅費規程については国家公務員

というふうに限定をさせていただいております。 

 ほかの地方公共団体との交流については、今のところ研修という形でございますので、籍

はそのまま、例えば基山町から佐賀県に行ったときにも、基山町に籍を置きながら研修とい

う形で併任の辞令をかけておるというような状況でございますので、現状としては国家公務

員として限定をさせていただいて特に問題があるとは考えておりません。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず、鳥飼議員の御発言の中に上級という言葉が出てまいりましたけれども、もう今は上

級とかというのはございませんので、今はまず第一種に変わって、今は総合職という呼び方

になっておりますので、御注意いただいたほうでいいのではないかと思います。ちなみに、

今回来るのはその総合職が参りますけれども。 

 ただ、決まったのがつい最近なんです。この人事、では事前にそういうのを諮れと言われ

ますが、要望を出したときにでは議会に言うんですか。だけれども、うまくいかない可能性

のほうが高いですよ。それから、これまで経産局と人事交流をやっているときに、今回でも
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栁島さんが来るときに、そんなに事前に説明した記憶は全くないので、今回たまたま旅費規

程をいじらなければいけないということでなっているかもしれませんけれども、それは全協

で説明しておけばよかった、全協では説明したんだったっけね。（「していないです」の声

あり）だから、今後もしこういうことがあったら、全協で説明させていただくことぐらいが

ぎりぎりだと思います。人事交流というのはそんなに簡単なものではないので、だからそこ

はぜひ、それこそ人事も担当されていたこともあると思いますので、国との人事交流はそん

なに簡単ではないというのはよくお分かりだと思いますので、そこらあたりは十分御理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 結局この条例を改正する、私は提案理由はこれで納得するんです。そうだろうなと。しか

し、この条例の一部改正については、やっぱり公の条例ですから、特例条例ではないですか

ら、やっぱり皆さんが納得するような条例にしなければならないと。だから、やっぱり新た

に採用された職員が、その採用に伴う移転のための住居もしくはという文章でなぜできない

のかと。鳥飼議員が言われている国家公務員に限定する必要はないと、私もそういうふうに

思います。ここを国家公務員に限定しなければ、この人事交流ができないというわけではな

いでしょう。先ほどほかの議員も言われたように、今から先はいろんなことが想定できるな

らば、想定できるように、今のうちから条例を私はきちんとしておいたほうがいいというふ

うに思います。 

 それから、先ほどから、若手の職員が手を挙げてと言われました。こういう人事交流は今

までも派遣という形でされた部分はたくさん、出張とかでされた部分はあろうかと思います

けれども、大体こういう国からとか来る場合、期間は大体どれぐらいになるのかと。最初か

らそれはもう決まっているんだろうなと思うんですけれども。それと、もう一つは、第19条、

移転に係る実費の範囲内で町長が必要と認める額を支給することができると。例えば赴任と

かなんとかでかかる費用というのは、町長が認める額というふうな表現を私は余り入れるべ

きではないと。きちっとやっぱり条例の中で全部、移転料から含めて書いてありますから、

そういうふうにあやふやな表現というのを私はすべきではないというのが１点。 

 それと、先ほどから別表第２についてあります。それこそこれは移転料の関係です。今時、
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昔の、それこそこれは明治時代ではないんですけれども、そういうふうな規定の仕方とかそ

のままこれは国がこうしているからという中身でしょうけれども、鉄道2,000キロメートル

以上とかという、こういう根拠しか今はないんですか。それこそこういうのはある程度……

（「上位法」の声あり）上位法でしかこれはもう規定できないですか。これは例えば基山町

でつくろうとかというのはないんですか。そこだけちょっと、最初に伺います。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、限定した職員についてでございますけれども、ただ単に新たに採用された職員とい

うことの定義になりますと、先ほどの繰り返しになりますが、例えば新規採用した職員の居

所が東京だった場合にもお支払いをするようになりますので、ただ、今までこういった形で

お支払いもしていませんし、今後ともお支払いをするつもりがございませんので、あくまで

も人事交流によって割愛をした場合というところの限定が必要でありましたので、そういっ

た限定的な表現をさせていただいております。しかも、国家公務員に限定いたしましたのは、

今のところ想定できる部分が国家公務員でございますし、今後そういったほかの部分が出て

くるようであれば、こちらも繰り返しになりますが、また改めて条例を改正して皆様方に御

審議いただければと考えておりましたので、今回こういった形でさせていただいております。 

 それから、期間についてでございますけれども、期間につきましては、基本的には２年間

ということで想定をいたしておりますし、当初募集としてはそういった形で来ております。 

 それから最後に、表のほうでございますけれども、この部分につきましては、特に基準を

定めることが非常に難しくございましたので、基山町の場合は、例えば給与表とかにつきま

しても国家公務員に準拠した形で規定をさせていただいております。そういったことから、

国家公務員の旅費に関する部分を参考につくらせていただいておるところでございます。 

 それからもう一つ、町長がこの額によりがたいときにはという表現がということでござい

ますけれども、この改正をするときに国のほうに少しお尋ねをしたんですけれども、例えば

今回別表に定めました金額、これが非常に難しいときがあると。実費がもうこの金額を上回

っているときもあるということでございましたので、そういったときには実費相当額も支払

うべきであろう、いわゆる赤字的なことが出てはいけないであろうということもございまし

たので、そういった例外的な取扱いができる規定も設けさせていただいたところでございま
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す。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 最初、今の総務企画課長の説明で、今度は赴任の第２条の（２）の部分ですけれども、新

たに採用された職員がというふうにすれば、例えば基山町が東京都の人を採用した場合、こ

の基山町に赴任してくるという捉え方で、今最初に言われたんですか。そういうのも考えた

と。だから、例えば、先ほど言われたように、佐賀県とか佐賀市とか、私もほかの市町の条

例なんかを見たんですけれども、新たに採用された職員が、その後すぐその採用に伴うとい

う書き方はどこでも結構しているんです。しかし、今総務企画課長が言ったような解釈をし

ているところはありません。東京都の人を採用したから、東京都の人が基山町に来る、この

転居料を含めてから赴任手当から支払うというふうな捉え方はしていないでしょう。常識的

に。（「しています」の声あり）するんですか。今でもしているんですか。私はそこは分か

りませんけれども。しかし、基山町が実際、例えば町職員として採用するという場合に、そ

ういうことがあるのかどうかも私は分かりませんけれども、ではそれはそれで規定しておけ

ばいいことではないですか。そういうのが実際にあるとすれば。それで、基山町がどういう

職員を採用するかというのは、その時々の首長の判断にもよりましょうし、場合によっては、

東京都の若手の職員でそれこそ基山町に来て職員として働きたいという人もいらっしゃるか

もしれないなら、そういうのもこの中に入れておけば別に問題ないではないですか。 

 それから、例えば扶養親族というのは何なのかと、用語です。第２条は用語の説明です。

用語の説明で今までは出張だけだったのに、赴任という説明を入れたと。では今回の場合は、

扶養親族の移転料とか、では扶養親族とは一体何なのかというのも実は用語の説明にはない

です。 

 それと、一番私が知りたいのは、当初予算のほうを見ればこれは分かるのかどうか知りま

せんけれども、私が見ていても一体どれだけの、この人事交流によって基山町の出費が出て

くるのかと。例えば、それこそ基山町に赴任してくる人はもう特定されているんだという言

い方をされました。その方が例えば、こういうふうに扶養親族があるのかも私は知りません

けれども、人事交流によって基山町は幾ら歳出が増えるのかも含めて。人物とか誰とかとい

うわけではないです。もう分っているから当初予算とかに入っているかも含めて、幾ら、こ
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れは基山町の歳出は増えるんですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 少し先ほどの私の説明が悪かったのかもしれませんけれども、例えば人事交流以外で東京

都から来られる方に対して、基山町は今のところ赴任手当を払っていることはございません

し、今後も払わせていただくことがないので、改めて限定的に取り扱わせていただいたとい

うことでございますので、少し御理解が違うようですのでよろしくお願いいたします。 

 それから、今のところまだ若うございまして単身ということで伺っておりますので、移転

料、それから着後手当、旅費を含めて、今どこにお住まいかというのはちょっと分かりませ

んので、東京都からということで計算しまして予算額に直しますと50万6,000円程度が必要

になるのではという考えでおります。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。酒井副町長。 

○副町長（酒井英良君） 

 今回の旅費規程についてはちょっと限定しておりますけれども、今、この国家公務員とい

う言葉をなくすと、そういう該当者には全て赴任手当を払うということになりますので、新

規採用職員を雇った場合には、そういう例えば違うところに居所をして引っ越してきた場合

はこういう赴任手当を払いますよということになります。ですから、そのほうが全体的には

旅費の大きな改正になりますので、それは本当にどうするかというのを根本的に考えていく

必要があると思いますので、今度は人事交流によって限定的に赴任手当をお支払いするとい

うことでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第２号に対する質疑を終結します。 

      日程第４ 議案第３号 

○議長（品川義則君） 
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 日程第４．議案第３号 基山町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部改正に

ついてを議題とし、本案に対する質疑を行います。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 第３号の第１条中の「次に」のところで、「部落差別をはじめとする」という文言が

出てきます。いろいろ資料を頂いてその辺を読んで、私の認識と少し違和感があるなと

いうことで発言をしますけれども、なぜ今これがここ地方議会といいますか、ここに出

てきたのかというその背景などがあるのかというのが気になります。2002年に永久法と

いいますか、同和の特措法は終了しているという私は認識をしていました。これが、平

成28年にまた国会のほうでということで少し資料を調べたら、随分緊急にというか、論

議が、短い時間で衆議院で可決して参議院に回された。参議院でも、それに対してこう

いう法律は必要はないという議論もあって、最終的には附帯決議がつけられてようやく

通過したという経過を知りました。そうしたら、そこのところと、今ここの頭に、あら

ゆる差別というのはいっぱいあるわけで、そのあらゆる差別の中に部落差別もあるかも

しれない。だけれども、今はもうないかもしれないというそういう状況の中で、なぜ頭

に「部落差別をはじめとする」という文言が出てくるかが分かりませんので説明くださ

い。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 確かに法律そのものは平成28年に、今回お願いした根拠としている部分については制定が

されておるところでございます。そういった中で、本町のほうでもそもそもが今あります条

例が、あらゆる差別ということで、いろいろな差別、今回新たに追加をさせていただいてお

るようなそういった差別、それから一番タイムリーで言えばこの中、そういった部分もいろ

いろと差別があるわけでございます。ただ、その中でもこの部落差別につきましては、いろ

いろと活動をされている団体もございますし、今回、一昨年の11月になりますけれども、そ

ういった団体のほうからの要請もいただいたところでございます。そういった中で、当初私

どもとしてはあらゆる差別という形で条例も定めさせていただいておりますので、そこに改

めて入れることが必要なのかという検討もいろいろとさせていただきましたけれども、法律

の趣旨等も考えたときに、改めてそういった人権を見直すというきっかけになればというこ
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とで、今回そういった改正をさせていただいておりますし、特にこういった改正をするに当

たっては、できれば地域でまとまった形でということもございましたので、少し郡内で協議

もさせていただきましたところ、みやき町、それから上峰町もこの３月に改正をしていくと

いうことで、もう既に上峰町のほうは可決をされておりまして、みやき町のほうも上程して

議案審議をされているという状況でございますので、そういったところも踏まえて、今回改

めてそういった文言も入れさせていただきながら、人権について考えていく機会となればと

いうことでお願いをさせていただいたところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 所管が私のほうですので、詳しくは所管のほうで論議をさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 これは大変私は大事な部分でもあるというふうに思っています。今までが抽象的に書いて

ある部分もあったんですけれども、この「部落差別をはじめとする」というふうな表現、私

はこれ早くからすべきなんだと実は思っていました。なぜかというと、歴史の中で歪曲され

て、捉え方によっては物すごくこの部落差別の差別の実態というのは、それこそ江戸時代か

ら含めてになるんでしょうけれども、あります。そこは私たちがともすれば忘れてしまう、

ともすれば臭い物に蓋をせよというふうな言い方がされましたけれども、そういうふうな捉

え方がされてしまった部分の中で、歴史的にやっぱりこの差別の悲惨さというのを見過ごし

た部分があるんだという中では、大変私はこれは有意義なものと捉えています。 

 第５条で、やっぱり相談体制の充実に努めるんだという部分です。基山町の中で、こうい

う人権も含めて、差別問題も含めて、相談の窓口というのはどこになって、どこのどういう

ふうなところで。例えば国とか大きいところなんかは結構あるんですけれども、基山町の中

ではどういう体制になっているのか説明をお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 
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○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 人権に関しては、まず一義的な窓口としては総務企画課の文書法令係がそういった人権関

係を担当しておりますので、そちらのほうで役場に御相談があったときには対応させていた

だいておるところでございます。そういったところで、実際の内容の相談に関しましては、

今回また議案として人事案件として人権擁護委員の推薦に関していただいておりますけれど

も、そういった人権に関する、特に法務局から任命された方々にそういった対応をしていた

だいておりますし、特に今回承認をお願いしております１名の方につきましては、そういっ

た人権関係にもかなり精通をしていただいている方が見つかりましたので、そういった方に

お願いをさせていただいておりますので、そういった方々に適切に相談を受けていただいて

いると考えております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第３号に対する質疑を終結します。 

      日程第５ 議案第４号 

○議長（品川義則君） 

 日程第５．議案第４号 基山町国民健康保険条例の一部改正についてを議題とし、本案に

対する質疑を行います。桒野議員。 

○６番（桒野久明君） 

 所管外ですので質問させていただきます。 

 ちょっと確認事項になってきますけれども、まず、この括弧書きの中にある中華人民

共和国からの世界保健機関に対して人に伝染する能力を有するものとあります。通常判

定するのに、熱が出てちょっと違和感を感じて保健所のほうに相談したりしながら、も

しくは個人的に新型コロナウイルスにかかっているのかなと、ＰＣＲ検査を受けますけ

れども、このＰＣＲ検査を受ければはっきりこの病気になっているということが分かる

ものでしょうか。そこのまず１点お願いします。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 
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○福祉課長（吉田茂喜君） 

 今回のこの国民健康保険条例で傷病手当金というものをお出しするんですけれども、その

傷病手当金を支給する対象者につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した方もで

すけれども、その疑いがある方で仕事をお休みする必要があった方というのも対象になって

おりますので、必ずしも新型コロナウイルス感染症に感染している方だけが対象というわけ

ではございません。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○６番（桒野久明君） 

 この出しているものは、新型コロナウイルス以外もあるということですね。書き加え

た理由はそういうことですか。 

 それから、この傷病手当金、これを申請する場合、条件が入っておれば、当然申請す

るか、要は届出が要るのか。そういったものはどのタイミングで、また本人が申請すべ

きなのか。そこら辺についてはどういった考え方になるんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 改正前にもともと新型インフルエンザ等対策特別措置法に新型コロナウイルスの定義が書

かれておりました。その定義というのが、改正後のこの病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝

染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）というのがもともと法律に

規定をされておりました。その法律が今回この法律改正に基づいて書かれてあった附則

第１条の２が削除されることになりましたので、定義についてはちょっと書かれている

法律の規定が削除されることになりましたので、今回条例にもともとあった規定の内容

をそのまま今回の改正後の条例のほうに条文として示して、その対象というのが改正前

と改正後とで変わらないようにするために、今回の条例改正をお願いするものです。そ

れから、実際の傷病手当金の申請ということになりますけれども、実際は療養の期間と

か仕事、感染症の疑いがあってその仕事をお休みする期間が終わった後にお仕事、被用

されているといいますか、雇われている方が対象になりますので、その雇い主の方から



- 331 - 

の合意ではないですけれども、そういった、この期間に休んでいましたというような証

明も必要になってまいりますので、基本的にはその病気がよくなってから役場のほうに

必要書類をそろえていただきまして、申請していただくことになってくると思います。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○６番（桒野久明君） 

 さっきからちょっと私が判断できていない部分で聞いていますけれども、上位法の文

言に合わせていったというのは当然分かるんです。その中に加えられたものは、先ほど

の質問でしたのは、括弧書きで、要するにこの病原体、ウイルスが中華人民共和国から

のものに、たしか限定、報告されたものに限るという文言が入ったもので、逆にはそれ

以外のものは駄目ですよということでちょっと捉えたもので、そういったことの判断だ

ったので私のほうが誤っているんですかということで、ちょっと１問目はしたつもりで

す。申請については、前は町民の方がどういった手続をどのタイミングでしなければい

けないのかなということ、そこら辺の町民に対する周知徹底等は必要ではないかなとち

ょっと思ったもので、その点について改めて正確にお伝え願いたい、周知徹底の部分も

です。また、どのようにお金が支払われていくのか。そこについても補足でもう一度説

明願いますか。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 傷病手当金の支給に係る新型コロナウイルス感染症というのは、やはりもともと中国の武

漢のほうから発症された新型コロナウイルスが原因であるということに限定はされてまいり

ます。ですので、将来的にまた別の新型コロナウイルスが発生した場合は、今回のというか、

この国民健康保険条例に記載されている傷病手当金については、支給の対象とはならないと

いうことになっております。 

 今後、また申請手続の方法につきましては、広報、ホームページ等でまた周知のほうを図

っていきたいと考えております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。松石健児議員。 
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○３番（松石健児君） 

 今の回答に関連しての質問なんですけれども、例えば変異種、変異株と言われるもので英

国由来のものというのが実際国内で230名ぐらいはもう出ていますよね。そういった方に対

しての傷病手当は支給されないということで解釈してよろしいんですか。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 現在の変異株につきましては、今でも当初武漢での発生由来のものの変異株として準用で

対象とされておりますので、一定の収束がされて、また新たに発見された新型コロナウイル

スとかがあった場合は対象にならないということで、今蔓延している変異株等につきまして

は対象になっております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第４号に対する質疑を終結します。 

      日程第６ 議案第５号 

○議長（品川義則君） 

 日程第６．議案第５号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更についてを議題とし、本案に

対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第５号に対する質疑を終結します。 

      日程第７ 承認第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第７．承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度基山町一般会

計補正予算（第８号)）を議題とし、本案に対する質疑を行います。 

 議案書の９ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 
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 10ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 11ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 12ページ、第１表．歳入歳出予算補正歳入の部。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 13ページ、歳出。鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 資料の13ページです。これ12億円ということで、今まで最高ではなかったかと思います。

今年度末現在で12億円の予想といいますか、決算見込みというのか、これは順調にこの12億

円というのは達成される見込みですか。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 12億円というのは一つの目標でございます。こんな言い方はあれですけれども、届かない

と思っています。一つは、超えてしまうとまた予算が足りなくなるので、少し余裕を見てと

いうか高い金額で設定をしておりますので、届かないと思います。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 13ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。 

 ３ページをお開きください。 
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 17款１項３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出に入ります。 

 ２款１項13目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、承認第１号に対する質疑を終結します。 

 ここで、11時まで休憩いたします。 

～午前10時51分 休憩～ 

～午前11時00分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

      日程第８ 議案第６号 

○議長（品川義則君） 

 日程第８．議案第６号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第９号）を議題とし、本案

に対する質疑を行います。 

 議案書の14ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 15ページ、第１表．歳入歳出予算補正。歳入の部。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 16ページ、歳出。17ページ。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 18ページ、第２表．繰越明許費。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 今回も約４億8,000万円くらいの繰越しというふうになっています。今のこの新型コロナ
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関係も含めて、様々な事業が展開されている中で繰越しも出てくるのは当然と思うんですけ

れども、例えば土木関係とかいう部分の繰越し。そして、災害復旧の関係の繰越し。これに

ついては、工事進捗状況がやっぱり遅れたら次に影響してくるというのがあります。それで、

特に８款と11款の関係。これは理解はするんですけれども、なぜ繰越が、これは毎年度ずっ

と続いているわけでもありますけれども、繰越しされている理由について説明ください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、18ページの繰越明許費の内訳の中で８款２項の社会資本整備総合交付金事業道路事

業について繰越しの設定をお願いをいたしております。これにつきましては、三国・丸林線

道路改良事業の進捗に関連しまして、今回繰越事業で継続した事業をさせていただきたいと

いうところでお願いをしております。主な工程のずれといたしましては、現在用地協議等あ

るいは補償協議等を行っておりますけれども、そちらのほうに少し協議の時間を要しており

ますので、それにつきましてお願いをしている部分がございます。あと、白坂久保田２号線

の舗装補修事業につきましては、これは国の３月補正をいただきました関係での繰越しとな

っております。 

 また、11款２項の公共土木施設、災害に関連するものは全てなんですが、災害を７月発生

災等起こりまして、国の査定を受けるまで当然そこには設計等を行う必要がありますので、

調査測量、そして設計、そして国の査定、現地での広報の審査、そういうものを受けてまい

ります。それがどうしても11月から12月上旬まで、数が多いと分散して受けますので、かか

ってまいりますので、その後の発注となりますので、災害につきましては年明けの発注とな

っております。 

 現在の進捗といたしましては、公共土木につきましては、菖蒲坂線は発注が３月発注で終

わっております。あと、長葉山線が３工区残っておりますが、これを４月に入りまして発注

を、今準備をしているところでございます。あと、林道につきましては発注は全て終わって

おりますので、新たな豪雨の前にまた補強等、対応を含めた進捗を図っていきたいと思って

おります。 

 ちょっと戻りますが、８款２項の三国・丸林線につきましても、現在道路の改良等、でき

る部分については進捗を図っておりますので、令和２年度の繰越しにつきましては、高速の
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ボックスより東側、国道側を集中的にやっていきたいと考えております。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 これは補正予算の中の事項別明細書の中にも入ってくる項目でもあるんですけれども、個

別的なことはちょっとあれなんですけれども、この災害復旧です。災害が発生してすぐ仮復

旧をして、そして国の査定を受けて、そしてその査定を基に今度はまた入札等が遅れると。

そこに災害が発生して、また災害復旧するまでに約半年間ぐらいどうしてもロスが出てくる

というのは、これはしようがない面があるにしても、例えば災害が発生して仮復旧して、仮

復旧だけではどうしても駄目なんだと、その場合に、国の査定を受ける前に、基山町が例え

ばもう早くしなければならないという場合、単独でも工事をすると。そして、今度は基山町

が工事をした部分も後で県、国のほうに査定してもらって、間に合わないからもう先にしま

したという形での例えばこういう補助とかというやり方ができないのかと。それをしなけれ

ば、河川改修もそうですけれども、もう災害が発生して少しの小さい災害で済んだ部分が、

復旧工事ができなかったから、そこがまた第２次災害が発生してくるというふうな悪循環が

出てきやしないかと。一番心配するのはそこなんです。そういう面では、町がとにかくもう

緊急でしなければならないというところは、町の単独予算でもするというふうなことは、今

から先やっぱり検討するべきだと思いますけれども、そういうのはできるんですか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、今議員がおっしゃいました事前着工、査定を受ける前に着工するというのは、制度

上、承認を受ければ可能でありますので、実際、平成30年災害についてはそういったものを

使いながらやったところでございます。ただ、この事前着工につきましては条件がございま

して、住宅等がある、またはその道路を急ぎ復旧しないと生活に影響を及ぼすとか、そうい

った部分がございますので、今回の部分はちょっと生活に直結した集落部分ではなかったと

いうのもございました。ただ、今まさに議員がおっしゃいましたようなやり方は、事前に着

工し、後の査定で承認をいただいて、変わらぬ補助費として国費からいただくというのは行

っておりますので、当然そういった状況に柔軟に対応して今後も行ってまいりたいと思って
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おります。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まさに平成30年災のときに国交省にすぐ飛んでいって事前着工の申請のやり方、余りやっ

たことがなかったので、場所は例の基山に上る登山道ですけれども、瀧光徳寺から車で上っ

ていくところですけれども、そういうことをやっておりますので、場所によってはそういう

ことをすぐに、災害が起こって手続をちゃんとしますので、ただ、今回の場合はそれは余り

逆にお願いしても通らないやつもありますし、余りいつもお願いするところみたいな感じの

レッテルもよくないと思うので、きちんとそういう、さっき言った条件に合うようなときに

は、必ず国と県と両方、そのときには両方ぱっと、ほんの何日かの間に国、県を回った記憶

がありますので、その辺は今後ともやっていきたいというふうに思っています。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 関連ですけれども、これも町長にお聞きしたいんですけれども、今回の繰越明許、これは

認められていることとはいえ今回また追加された10款の教育費で若基小学校の大規模改造の

事業、これも繰越明許になっております。８款の土木費、それから災害復旧費とかになると、

目に見えて放置されている、町民感覚からすると放置されているなということがちょっと基

山の上、キャンプ場の奥とかの林道の復旧とかも見えるわけです。そうすると、その先を考

えると、工事業者がちょっと不足して不落になったり、あるいは業者のちょっと人の手当が

できなくて遅れているのかなというふうに思ったりするんですけれども、そのあたりで繰越

明許、特に８款土木費、それから11款災害復旧費、それから教育費の土木工事関係とかいう

のについては、繰越明許はそれはしようがないというふうに町長は思っているのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多くのものは仕方がないと思っていますが、中にはやっぱりもうちょっと早く手続できな

かったのかなというのがゼロというわけではないのかもしれません。だけれども、基本それ
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ぞれきちんとした理由があって繰越ししているというふうに思っています。今後については、

とにかく建設課がすごく忙しい、特に災害になった場合に忙し過ぎるので、人事等でその辺

少し考えなければいけないということで、４月は少し考えていきたいというふうに思ってい

ますし、それを少し理論的にやるためにも、今度新しい公共工事計画室のほうでもそれをき

ちんと、工程管理も含めてやっていきたいというふうに思っております。でも、多くは補正

が年度末ぐらいについたやつが多いので、そこは許していただければと思います。年度末に

補正がついたやつと災害のやつは結構シビアなので、逆にそれ以外は十分にチェックして、

私もチェックしていますけれども、十分チェックしていただければというふうに思うところ

でございます。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 あと御回答はいいんですけれども、やっぱりこういうことにつきましては想定外というの

はあってはならないと思いますから、ある程度年度予算を立てるときから、それから事業計

画をするときから想定の範囲に収まるぐらいにちょっと余裕を持って対応していただきたい

と思います。回答は結構です。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 ちょっと私は確認のような感じの質問なので申し訳ないんですけれども、資料の20ページ

に昨年の７月の豪雨災害に伴う災害復旧費ということで出ております。今ちょっと明許費の

中で災害関係に触れてあったので、ちょっとここで質問させてもらっていますけれども。結

局ここの中で、一般財源も5,500万円というような大きな数字も出てきていますので。それ

から、これは去年の雨ですけれども、その前、平成30年度とか令和元年度とか、ずっと続い

て近年は大雨の災害が増えています。いつも岩坪線とか一の坂・河内線というのはよく耳に

いたしますけれども、続けて災害が、場所は違うかもしれませんけれども、その里道の中で

は。何とかそこら辺の、何というか、里道というのは広いし長いから難しいところもありま

すけれども、そこら辺の管理というのはできないものでしょうかというのが１点と、今回公

共土木施設の中に長葉山線、菖蒲坂線というのが何か今までは余りそこの災害は耳にしなか
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ったようなことが私には記憶があるんですけれども、どういう災害があったのかをちょっと

簡単で結構です。説明ください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 私のほうから先ほど質問の災害の長葉山線について御説明をいたします。まず、場所につ

きましては丸林の集落より少し東側、お茶園がある付近になります。丸林線というのは、そ

こからキャンプ場を経由しまして筑紫野市の道路までつながる町道でございます。幅員は３

メーターから前後がございますが、ここが今回の大雨によりましてやはり山のほうからの湧

水、水が非常に多く流れた関係で、まず手前側、丸林側は道路が寸断をしております。そし

て、キャンプ場の奥、筑紫野市側はのり面の崩壊をしております。このように、やはりかな

りの短時間の豪雨あるいは長期間降り続く雨がありましたので、そのような状況で道路の被

災を受けております。 

○議長（品川義則君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 先ほど林道の関係で御質問があったと思いますので回答させてもらいます。 

 頻繁に林道被災があっての中で管理はどうかという御質問だったと思いますが、一応点検

等は町の職員のほうで回って確認をしております中で、地元の管理組合にお願いできる葉っ

ぱとかが側溝に入っているようなところについては掃除をしてもらっていますし、そうでな

いところについてはうちの職員が自ら側溝の確認をしながら葉っぱを取ったりという作業は

やっているところでございます。 

 今、豪雨によって側溝から水があふれて、それが道を越してのり面が崩落するような事態

が発生していますので、そういうことのないように、少しでも減少するように心がけている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 
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 それでは、先ほど予測ということが言われておりましたけれども、今回の長葉山線につき

ましては、古い町道でございまして、側溝がところどころしかございませんので、そういっ

た状況はあると思います。ただ、交通量的には限られた部分がございますので、今回の災害

においてそういった側溝等を造るなりして、水の、豪雨によって一時的にやはり湧水が突出

するという部分が発生しておりますので、そういったものをしっかりと排除して次の災害に

備えるような形は取っております。ただ、全般的なお話としましては、どうしても短時間豪

雨によって今まで出ていなかった湧水が噴き出すというのが多くありますので、やはり現況

と違う現象が豪雨によって発生しているという部分がありますので、ちょっとそういった形

で、日々の維持管理をしっかりとしていきたいと思っております。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まさに同じことを庁内、役場内で議論を、去年また林道の災害が起こったときに、毎年こ

んなのはたまったもんじゃないじゃんという話になりまして、だから、今側溝をあれしても

また埋まってしまいますので、まさに豪雨の時期の前にきっちり側溝のさらいをしてそれを

チェックするようなことをルールづけようではないかというふうなことを、それで100％被

害が防げるかというと100％は防げないんですけれども、絶対に側溝がきれいなほうが防げ

る可能性が高まると思うので、それは意識してやろうやという話を担当課と関係者で話し合

っているところでございますので、今年もその時期のまさに梅雨前、それから一旦また夏が

過ぎて台風前的なところの２回ぐらい、そういうチェックをきちっとするということは今年

まずはやってみたいというふうに思っているところでございます。本当に林道の被害という

のは、見た目は余り普段町民の人には見えないんですけれども、お金はすごくかかりますの

で、なかなか御理解いただきにくいところなので、そういうことで今考えているところでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 あと１点です。多分、産業振興課長にお尋ねしたいんですけれども、それぞれに農業とか

水田を作っているところには水利組合というのがあります。その中でいつも田植えの前には、
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その組合のメンバーで水上げとかやっていますけれども、結構今、そうやって田んぼも作っ

ていらっしゃらないところもどんどん増えてきています、調整区域においてもです。そうす

ると、そこの作られていないところまでの、何ですか、水路の水上げとかということを、ち

ょっともし怠ってあればそういうところもあふれていくのでは、水害につながるのではない

かなという危惧もしておりますので、そういうところの管理というのはどこら辺まで町がで

きるものかをお尋ねします。 

○議長（品川義則君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 農地の保全に合わせて農業水利関係もあらゆる制度によって支援しているところでござい

ます。よくあるのが、山間部については中山間事業で、平坦部については多面的事業という

のがございまして、そこの実行組織の中で農地維持と併せて農業水利の維持管理もお願いし

ておる中で、簡易な修復とかを含めた清掃作業等もやられているのが現状でございます。 

 町の職員も見て回っておりますので、そういった中とか、また、もしくは地元のほうから

御意見があってどこかの水路が詰まっているという話があれば、すぐに駆けつけるようには

しておりますので、そういう対応を行っているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 水路もその代表的な例なんですけれども、今回、今年度の目標の中に入れているやつの役

場でやることと、町民の皆さん等々の役割分担のところにまさにこう、そのちょっと前から

やっているんですけれども、今言われたようなやつは特に今だと５区に多いんです。もっと

いうと小郡市はもっと多いんです。これから多分７区もそういうところが広がってきて、結

局途中はもう農地ではなくて一番向こうに農地があるような場合の話とか、全部つながって

いますので、その辺のところは決して今きちんと整理できているわけでもないし、どちらか

というとそのたびごとに個別で対応しているようなケースが多いので、ちょっとその辺のル

ールづけを考えていかなければいけない。もちろん側溝だけではなくてのり面の話なんかも

ありますし、本当に今、これまでもうここは住民の皆さんがお願いしますねと言っていたと

ころがそうならないようなところが今たくさん出てきていますので、一応役場の中での勉強
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会は始まっているんですけれども、今度新しい室ができるときに、それを一つの勉強会では

なくてミッションとして考えていくということを今回の資料の中にも入れておりますので、

そういう意味でございますので、非常に問題認識としては強く持っているところの一つでご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 19ページ、地方債補正。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 ちょっとここを教えていただきたいと思うんですけれども、私もこの減収補てん債、余り

聞いたことがないなと思いながら今回上がってきている部分で、説明では揮発油税とかたば

こ税、結局国税に絡んでいる部分です。そのうちの基山町に係る部分で減収した部分という

ふうになっているんですけれども、これが交付税の対象になってくるのかと。そうするため

には、まず基山町が減収補てん債の、早い話が基山町がまずこの債務をして、それに対して

後から国からの交付税措置になるのか。この辺について少し、この減収補てん債そのものの

仕組みを少し説明してもらっていいですか。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 ちょっと難しい話になるかもしれませんけれども、ベースは普通交付税になります。普通

交付税というのは基準財政需要額というものがありまして、その自治体の需要額というのを

毎年計算をして、片やその基準財政収入額というものがあって、その市町の収入の基準にな

るもので、例えば基準財政収入額を100としたときに、収入額を50とします。そうするとそ

の100と50の差額分、足りない部分が普通交付税として50来るんですけれども、実際はこの

算定の後に、その年度中に本当は基準財政収入額を50で見ていたんだけれども、経済状況と

か何らかの影響でこの収入が激減した場合、例えば50が30になったときに、この差の20とい

うのは普通交付税で見られていないんです。ここの20を埋めないと、その自治体の行政運営

ができないので、この分を補いましょうというのがこの減収補てん債になります。 
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 もう少し話させてもらうと、これを借りなくても次の年から３年間の基準財政収入額で精

算をやるという措置があります。そっちを選択してもいいんですけれども、今回お願いして

いる減収補てん債につきましては、中身が地方消費税交付金と地方揮発油譲与税の分、それ

から町たばこ税の分、これについては、後年度の精算措置がありません。借りなければその

まま減りっ放しということになります。借りることによってもちろん財源の補塡にもなりま

すし、後年度以降はこの部分は基準財政収入額に算入されてきます。そういうメリットがあ

りますので、今回想定しているのは2,069万5,000円ですけれども、その分を見込んで計上さ

せていただいているということになります。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 20ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 21ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入。１款３項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 １款４項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 12款２項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 



- 344 - 

 14款１項１目、２目、３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 14款２項１目、３目、４目、８目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 15款１項１目、２目。８ページ。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 15款２項１目、２目、３目、４目、５目、６目、次のページの８目まで。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 15款３項１目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 16款１項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 16款２項１目。末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 この不動産売払収入の土地の売払収入ですが、859万円。これは場所の説明は高島団地の

入り口ということで分かったんですけれども、もともとこの場所が基山町の所有地となった

経緯はどのようなものなんでしょうか。どうして今まで売却の対象とならなかったんでしょ

うか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 私が答えるとちょっと違和感があると思いますけれども、あそこについては、もともと山

下川が河川改修する前は河川でございました。河川の廃川敷ということで、そこにまた本町
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のほうが白坂久保田も今秋光久保田線になっておりますけれども、こちらのほうを改良して

いくという中で国と協議をいたしまして、国のほうにそういった廃川敷については申請をす

ると無償で譲与していただけるような法律の仕組みになっておりまして、そういった廃川敷

をうちのほうがいただいておりましたけれども、最終的に道路の線形を決めたときに今回売

払いをした部分だけが残地として残っておったというところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 この部分については、歳出のほうを見ますと財政調整基金のほうに積み立てられているよ

うですけれども、今現在でもこういうふうにして売れるなら売りたいと考えているような不

動産といいますか土地というのは、基山町はまだあるんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 活用を図りたい、できれば売りたいと思っているのは、それこそ神の浦ため池の跡地でご

ざいます。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多分質問の趣旨がこういう答えを期待されているのではないかと思って答えさせていただ

くと、何年前かな、２年前でしたか、もっと前か。基山町が持っている全ての空き地を全部

関係する全ての企業を呼んで開示して、こういうのが全部基山町が持っていて未利用地なの

で、もし御検討いただけるような土地があったらという会を２年ぐらい前かな、もっと前だ

ったか、２年半ぐらい前かな、そのときにきちっと全ての考えられる業者の方に全部声をか

けてやっております。小さいところも含めてやっているんですけれども、その中で関心を示

されているようなところは、逆に言えばなるだけこういう形で早く手放していこうと。でも、

逆に町としてきちっとしていかなければいけないよねみたいな話のところは、なかなか企業

にぱっと売るというわけにはいかないので、例えば人気が殺到したのは保育園の跡地です。

人気殺到で、企画書を持ってこられる人が続出したんですが、さすがにそこは基山町として
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まだ何も議論はしていないので、そういうふうに全部の土地をしたというところなんですけ

れども。ただ、もうそれも２年半ぐらい前になっているので、またそういう機会をもう一回

設けて、順次やっていくことは大事かなというふうに思っております。 

 それで、今特に力を入れているのは、何回も売り出していてなかなか買い手が見つからな

い、あそこの10区の前の池のところを埋めたところなんですけれども、ああいうところは本

当にどなたか早く買い手が見つからないかなというふうに念願しているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 私も基山保育園跡地とかについては、ある程度広さもありますし、これから公共施設を建

てるにも十分な場所でもありますから、そういうところを売る必要はないと思いますけれど

も、さっき言われたような、ちょっともう町として所有してもどうかなというふうなところ

は積極的に民間のほうに売払いといいますか、公開をして活用してもらうほうが基山町のた

めになると思いますので、その辺はよろしく今後も検討をしていただきたいと思います。回

答は結構でございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 17款１項１目、３目。河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 教育費寄附金の育英資金に回っているんですが、育英資金の今実情はどうなっているか。

その辺分かれば、簡単でいいので教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 今回５万円寄附を頂きましたので、歳入のほうで上げさせていただいております。今年度

は３件から寄附を頂きまして11万7,000円の寄附を頂いております。貸付けにつきましては、

現在７名の方に貸付けをしております。ちょっと金額のほうが手元にありませんので、大学
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生の方が５名、高校生の方が２名ということで７名の方に貸付けをしている状況でございま

す。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 18款１項３目、９目、10目。鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 基金で資料の15ページをよろしいですか。ここで基金繰入金でございますけれども、この

15ページの基金の状況の中で財政調整基金を今年度中に１億8,600万円取り崩して４億3,700

万円から３億1,000万円に下がるというふうな基金の状況になっていますけれども、私とし

ては、この取り崩しの１億8,600万円、この状況は、極端な話をすると１億8,600万円は取り

崩さなくて財政運営ができないかとは思いますけれども、現状から見て財政課長はどういう

ふうな見通しを立てられて、全額取り崩しますか、半分なのか、ゼロになるか、この辺もお

願いします。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 例年３月末に、例えば特別交付税であったり、いろんな譲与税、交付金関係が確定してま

いりますので、そこの部分を３月末に例年専決処分で補正予算させていただいておりますけ

れども、そこで大分カバーできるとは思いますが、この１億8,600万円の繰入れがゼロにと

いうのはちょっと厳しいと思います。減らせるのは減らせると思っていますけれども、ちょ

っとゼロにするのは厳しい状況だとは思っています。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 18款２項４目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 20款５項３目。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 もうここでまとめて聞きますけれども、コミュニティの助成事業です。これは説明で少し

話されましたけれども、７区の公民館に、このコミュニティ助成事業を活用して物置の小屋

といいましょうか、倉庫、これを建設したんです、建設というか買ったんです。これはまち

づくり基金事業ですから、ちゃんと申請して、そして県の許可もいいですよともらって、そ

して造ったんです。そうして造ってからこの頃になって急に、いや、駄目ですよと。これは

助成金の適用になりませんよとなったんです。区の運営委員会で区長のほうから説明して、

いや、そんなばかなことはないだろうと。ちゃんとコミュニティ助成で審査を通って、そし

て来たら、余りにも大き過ぎると。大き過ぎるといっても、最初から図面も出しているでし

ょうと。そして、どうされますかと。どうされますかといっても、７区はもうこの倉庫は建

てていますから、今さら助成が通らなかったからもう撤去してくださいとは言えません。最

終的には、これは７区の予算でもう買うことにしましたというふうになったんですけれども、

まちづくり課長、なぜこういうことが起こるのかと。今回はまだ30万円ぐらいだから済みま

すけれども、今から先、公民館の建て替えとか、いろんな部分でこのコミュニティ事業を使

いたいんだというのはいっぱいあるんです。そういうときに、申請をして、その申請が認め

られて造ってから、やっぱり駄目でしたとかという話にはやっぱりならないようにこの辺は

してもらっておかないと、これははっきり出たんです。これは基山町から半分の15万円でも

区のほうにもらわなければ、これは７区だからいいけれども、ほかの区だったらこれは問題

が吹き上がるよみたいな話も出たんですけれども、この辺は。６区はやかましいだろうね。

この辺は少し、課長、きちっとやっぱり対応をしてもらうように、今後もありますからお願

いしておきます。 

○議長（品川義則君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 これは大変７区の皆様には御迷惑をかけたというふうに思っております。ただ、こちらの

部分につきましては、自治総合センターの補助金を町が申請を受けまして、町がそのまま自

治総合センターのほうに申請すると。そして、自治総合センターのほうで審査をされて決定
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して、基山町の一般会計を通して各区にお渡しするということで、町を介してやり取りをし

ているものでございます。 

 このコミュニティ助成につきましては、備品の購入、それからあとは防災関係の分のメニ

ューがございます。これについてはよく使っていただいております。 

 今回、250万円の備品の購入という部分のメニューを使って申請をしていただいておりま

す。実際、倉庫は当初認めている物なんです。備品なので大丈夫なんですけれども、今回、

この部分について基礎工事を造って建築物ということになったということで、自治総合セン

ターのほうから対象事業費から外させていただくというような、実情としてはそういう流れ

だったということでございます。 

 今後はそういうことも含めて、申請の段階でしっかりと区のほうともお話をして、今後な

いようにはしていきたいと思っておりますが、実情としてはそういう実情でございましたの

で、どうぞ御理解よろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多分決裁は回ったんでしょうけれども、すみません、全く初めて今、これだけの説明は受

けていないよね。決裁は回ったと思うんだけれども、びっくりしました。７区のことですし。

こういうことがないように注意していきたいというふうに思います。 

○議長（品川義則君） 

 町長、その発言は訂正をお願いいたします。 

○町長（松田一也君） 

 分かりました。訂正させていただきます。全く聞いて、決裁は回っているはずなんですけ

れども、隅々まで決裁を私も見ていないというのが十分分かりましたので、注意したいと思

います。そして、どうにかできなかったのかなと。今となってはどうにもならないんですけ

れども、何かいい方法が、今の話だと基礎があるからいわゆる構造物になるから構造物の補

助ではないという、多分それで対象外ということだと思うので、何かできそうな気がします

けれども、今後こういうことがないように注意したいと思いますので、どうぞ御勘弁くださ

い。 

○議長（品川義則君） 
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 ほかにありませんか。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 確認させてください。いつも確認でごめんなさい。市町村振興宝くじ収益金交付金352万2,

000円。これは何か私の記憶では、公民館とかそういうところに使われていたような気がし

ますけれども、今現在、この交付金というのはどういうふうな形で使用されているのか、ち

ょっと御答弁いただきたいと思います。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 これは今おっしゃられていたのとは違うと思います。具体的にいうと、これはハロウィン

ジャンボの売上金があって、その一部がそれぞれ自治体に配分されるものでございますので、

頂いて一般財源として活用しております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 21款１項１目、２目、６目、10目、11目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出に入ります。 

 １款１項１目。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款１項１目、２目、３目、５目、６目。21ページの６目まで。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 所管でします。 

○議長（品川義則君） 

 ２款１項７目、８目、10目、14目、15目、22ページまで。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ２款２項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款３項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款５項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款６項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款１項１目、２目、４目、５目まで。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 ちょっとどこだったかなというような……。２目20節．扶助費、その中に老人ホーム入所

措置費86万8,000円というのが上がっていますけれども、説明では予備費を予定したが、６

人の入出者があったという説明がありましたけれども、この老人ホームというのは特老のこ

とでよろしいのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 こちらの老人ホームについては、養護老人ホームのことになります。基山町でいうと寿楽

園さんのほうの養護老人ホームが実施施設でございます。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 特老ではなくて養護老人ホームのことです。ごめんなさい。 

 ここで、何かちょっと最近の新聞のニュースでは、市町村で要するに2005年から負担が生
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じるようになったので、すごく財源不足とか厳しくなったので閉所する施設が増えたという

ことで、多分基山町も余りそこに、待機者はいらっしゃらないかもしれませんけれども、ち

ょっと控えてあるような部分があったのではないかなと、これは私個人の思いなんですけれ

ども。 

今はどういうふうな取扱いと、待機者はいらっしゃらないものか。ちょっとそこら辺をお尋

ねしたいと思います。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 財源につきまして、現在は税の交付税措置ということで財源の収入があっているものでご

ざいます。また、待機者については、現在基山町のほうにはいらっしゃいません。入所者の

方につきましては、現在６名の方が入所されている状況でございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款１項６目。河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 13節．委託料の障害福祉サービス管理委託料と書いてあります。障害福祉サービスという

のはどういうようなことを管理しているんでしょうか。ちょっとその辺の詳細を教えてくだ

さい。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 障害福祉サービスの支給管理システムというのは、基山町で障害者手帳の認定を受けられ

ている方など、障害者の障害の程度などの個人データを管理しているものでございます。そ

の方々が受けられている障害のサービスの、例えば居宅のサービスを受けられているとか、

訪問の看護を受けられているとか、そういった利用をどれぐらい受けられているか、また、

その適切な請求と申請がなされているかというのを管理しているシステムでございます。 
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○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款２項１目、２目、30ページ分まで。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 29ページでよかったんですか。（「はい」の声あり）１目１節の報酬のところで、子ど

も・子育て会議委員報酬。この子ども・子育て会議というのはどういう会議があってやるの

か。ちょっとまずお尋ねします。 

○議長（品川義則君） 

 今泉こども課長。 

○こども課長（今泉雅己君） 

 基山町のほうにおいて子ども・子育て支援事業計画の作成をしておりますので、主にはそ

の事業計画の進捗状況の管理等を行う会議となっております。 

 それから、小規模保育等の認可等は、申請があった場合については認可等の申請も行うと

いうことが主な業務になっております。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 そういうことだろうとは思いながら、今回説明の中で、５回大体して、しているのか、そ

の説明でメモっているから私ちょっと分からないんだけれども、５回が１回しかできなかっ

たという説明でした。その必要がなかったのか、もちろん新型コロナということが原因だと

いうことを前提におっしゃいましたけれども、本来ならばそれだけのことをしながら充実し

た会議が必要にもかかわらず新型コロナでできなかった。だから、この会議自体の、何とい

うんですか、その必要性がなかったのか、あったけれども、新型コロナでできないので何ら

かの形で文書で回したとか、何かそういう対応をされたものか。ちょっとそこをお尋ねしま

す。 

○議長（品川義則君） 

 今泉こども課長。 
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○こども課長（今泉雅己君） 

 まず、開催については１回開催をしております。開催のときについては決算関係について、

全ての事業について審議をいたしまして、必要な項目については原課のほうに上げておりま

す。 

 それから、本来会議で開催すべき内容については、先ほど議員おっしゃられたように資料

として送付をいたしまして、そこの中で意見をいただくような形で、会議としては開催して

おりませんけれども、意見としては聴取をしているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 少し安心しました。でないと、やはり大事な子育てのところだから、子育ての計画書がで

きるまでが結構忙しかったんだと思います。去年のたしか２月かその頃に出来上がったのか

な、資料、ごめんなさい。だけれども、大事な会議だと思いますので、やはりこれからもそ

ういう形で、新型コロナでもしできないときは、それはこども課に限らずいろんなところで

開催ができなかったということは多かったと思いますけれども、ぜひ中身だけは充実できる

ように配慮していただきたいという要望ですけれども、ちょっとどこの課もと言ってしまっ

たので、答弁が難しいと思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。答弁は要りません。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款２項４目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ４款１項１目、２目、３目、４目。河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 環境審議会委員報酬で４回が３回になりましたということで書いてあります。今、環境審

議会というか、環境基本計画をつくっているということでよろしいんですよね。それの進捗

状況はどの辺までどうなっているのか、ちょっと教えていただけますか。 
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○議長（品川義則君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 環境審議会のほうの開催をさせていただいております。こちらは、環境基本計画の策定に

向けての取組ということで、今動いていただいておりますが、初回会議で基山町の環境基本

計画をつくるに当たりまして、そういうお話をさせていただきまして、２回目に町民アンケ

ートを取るための内容につきまして御審議をいただきました。また、この補正でもお願いし

ておりますが、アンケートの通信運搬費を組ませていただいておりますが、３回目はそのア

ンケートの集計結果を御審議いただきたいというふうに思っております。（「進捗状況はい

かがですか」の声あり） 

 進捗状況は、今申し上げたところで、今年度はアンケートの……、いつできるか、進捗に

つきましては、今そういう意識調査をさせていただきたいと考えておりまして、来年度中の

完成を目指して、また、新年度の予算のほうでもお願いしておりますが、進めていきたいと

いうふうに考えています。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 そこの２目．予防費の13節．委託料。この説明では、子供インフルが1,400円が1,650円に

なった。高齢者のほうが2,800円が……、（発言する者あり）これは人数だったんですか。

お値段ではなくて。ありがとうございます。議員から答弁がありました。確認、間違ってい

ました。 

 それから次に、今のはごめんなさい。３目．環境衛生費のところの19節．浄化槽維持管理

費補助金、減額の80万円というのは、これは建設課がちょっとぱぱっとおっしゃったんです

けれども、これは令和２年度に、合併浄化槽のところの１万円、そこら辺のところの申請者

がなかったというか、そういうところの減額というところの認識でいいんでしょうか。確認

です。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 
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 19節．負担金補助及び交付金の部分でございます。これは、浄化槽維持管理費補助金の修

繕に関する補助でございます。実績が３件でございまして、それを差し引きまして残を減額

させていただいているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 要するに、去年の令和２年で100万円ぐらい予算を立ててあった分ではなく、ちょっとご

めんなさい。いろいろ変な間違いをしているかな、私は。上限が１万円でというところでは

ないんですか。それではない。修繕ですか。 

○議長（品川義則君） 

 詳しく説明してもらっていいですか。古賀建設課長。当初予算から言ってもらうとありが

たいです。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 浄化槽の維持管理費補助金になります。上限は１万円の補助になっております。当初予算

では100万円の予算をお願いして行っておりました。その中で実績のほうを差し引きまして、

現在の残を出しております。ただ、まだ実際これは３月末までに終われば出ますので、もう

少し修繕がされているという、業者のちょっと聞いた中でありましたので、その分の見込み

を少し残した中で、今減額をさせていただいております。 

○議長（品川義則君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 修繕された場合のいろんな書類は必要だと思いますけれども、どういう予測で100万円と

いう数字を、今ここで言っても、そのときに100万円はと言えばよかったんでしょうけれど

も、どういう計算をされて100万円という数字を出されていたんですか。80万円の減額とい

うのはちょっと予算に対して実績がおかしいというか、ちょっとそこを答弁ください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 これは新設の補助でございまして、まずはこれは衛生の免許が必要ですので、限られた業
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者がやられますので、そういった業者のヒアリングで、通常の修繕の年間の数量を聞きまし

て、そこに制度ができるというところで、ある程度修繕をこれをきっかけに適正管理の中で

予防的にされる、少しの不具合で修繕に対応される部分もあるのかというところで、現在の

約100件の当初予算時の見込みを出しております。 

 ただ、実際は私どももまだ、この前に業者にちょっと少なかったので確認すると、まだ30

件近くはされているみたいですので、その辺の業者からも補助がありますという連絡をして

いただくようにお願いしておりますので、その辺が若干出てくるのではないかというところ

で、今回見込みを残した上で減額をさせていただいております。 

○議長（品川義則君） 

 予算委員会もありますので、そこで十分に議論いただければと思います。 

 31ページありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

～午前11時58分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 32ページ、４款２項２目、３目から再開いたします。何かありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ４款３項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ５款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ６款１項１目、２目、３目、４目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ６款２項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ７款１項１目、２目。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 １目19節の創業支援奨励金ということで御報告いただいていまして、４人の方が今回受講

して、お一人20万円の奨励金を頂かれたということですけれども、この起業するための事業

を受けて20万円を頂かれるんですけれども、そこで終わりなんですか。それとも１年後の何

か経過報告なり、成果を報告するようなところまであるものでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 山本産業振興課参事。 

○産業振興課参事（山本賢子君） 

 創業支援奨励金につきましては、基山町が開催いたしました創業支援セミナーを受講され

た方の中から、今回４名の方が創業されたわけでございますけれども、この奨励金につきま

しては、まずは支援金ということで応援をするための資金でございますので、何か対象の経

費があって20万円ということではございませんけれども、お一人当たり20万円ということで

応援をさせていただいております。ただ、今後１年間、支援金を交付いたしましてから３か

月ごとに、合わせて４回になりますけれども、１年間は経営の状況を報告していただくとい

うことにしております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ８款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ８款２項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ８款３項１目、３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ８款５項１目、３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ９款１項１目、２目、３目。鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 消防団への退職報償金、今の時期に補正、減額というのはどういうことですか。これは去

年の３月に退職した分なのか、今年の３月に。ちょっとここを教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 この部分につきましては、当初予算案で組ませていただいていた令和元年度をもって退職

された方の退職報償金の精算による減額でございます。一昨年は中途で辞められる方もいら

っしゃって、またそういったときに、一度精算してしまうと、また改めて計上する必要がご

ざいましたので、一応年度末をもって見込みを立てたところで今回減額をさせていただいた

ところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 それと、ちょっと退職報償金、これは４月になって６月の補正予算で払っていたけど、今

は３月で支給は早く、その辺の状況はどうなっているんですか。昔は半年も遅れて退職報償

金を払っていたようだけれども、今はどういうふうな、何月、何月で大体払われていますか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 そういった御指摘もいただきましたので、御意向などを伺いながら、あらかじめ当初予算
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のほうで計上させていただいて、退団されればすぐにお支払いをさせていただくような手続

きを取らせていただいております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 ９款１項１目、財源内訳の変更がされています。この金額は結構5,900万円と多いわけで

すけれども、この財源内訳の変更の説明を少しお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 ここの部分につきましては、当初予算の編成時にここに財源調整の意味で公共施設整備基

金を充当させていただいておりましたので、12月補正なり今回の３月補正なりで、大体例年

変更で一般財源化させていただいているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款１項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款２項１目、２目、３目。末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 柴田教育長にお伺いいたします。町内３小中学校の新型コロナ対策ですけれども、昨年の

春に比べますと不安感とか恐怖感はないと思いますけれども、これから卒業式、入学式を迎

えるに当たって校内備品や消耗品ということで今回サーマルカメラ、新型コロナ消毒液を上

げてありますが、これで十分満足できるものなのでしょうか。学校の先生たちの要望とか不

安というのにはちゃんと応えられておりますでしょうか。なかなか私たちというか、この頃

学校とかも行けないので、そのあたりの状況をお話しください。 

○議長（品川義則君） 
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 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 新型コロナウイルス関係につきましては、学校でクラスター等は発生しておりませんが、

やはり子供たちの御家族であるとか、そういったところでＰＣＲ検査を受けるとか、そうい

った連絡はたびたび入っている状況です。学校においても、消毒作業等についてはしばらく

学校職員が放課後に当たっておりましたが、今はスクールサポートスタッフということで、

消毒業務に入っておりますので、その辺についてはかなり助かってあるという状況です。 

 その辺で、学校の状況でこの要求で足りているかというところでございますけれども、一

つは、事務室が来客対応で必ず体温の測定をしていたというところで、たびたび業務を止め

なくてはいけないという声が上がっておりました。そういったところからサーマルカメラの

導入というところで今回お願いしているところです。そういったところからすると、今回か

なり学校の手間を取らせることは省略できますので、学校の期待には応える内容となってい

るというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○５番（末次 明君） 

 まだまだ油断できない状況にあるんですけれども、これから卒業式、入学式があるわけで

すけれども、教育委員会、教育長としては学校側にはどのような形で実施しなさいというふ

うな具体的な指示等はされておるんでしょうか。簡単でいいですけれども、どういうレベル

で卒業式、入学式を行うというふうにお答えしていただいていいでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 まず、卒業式については、早速あした中学校であるんですけれども、感染症対策を十分取

るということと、非常に福岡県に緊急事態宣言が出ていたということもありましたので、今

回については卒業生と２年生の代表者のみということで、在校者はなっております。来賓に

ついても今回はお呼びしないということ、そして間隔についても十分取る、保護者について

も２名までということで十分な距離を取るようにしております。小学校のほうもそれに準じ

た形で、在校生は５年生が入ることにはなっておりますけれども、今までの卒業式からする
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とかなり体育館に入る人数も少なくなっておりますし、距離当たりも十分に取るようにして

いるところです。また、マスクの着用についてもするようにということでお願いをしており

ます。 

 入学式につきましては、状況が少し変わってまいりましたので、来賓の方々についても各

団体の代表者１名ということで、議会からも議長のほうに出ていただくようにお願いをして

おります。あと、在校生も代表学年を出すというところを今検討中で、今までは新１年生を

全部で迎えるということにしておりましたけれども、小学校でいうと６年生が代表で１学年

入るという形になるかと思います。 

 中学校については、今検討中ですけれども、２年生だけが出るという形になる可能性が高

いのではないかと思っております。保護者についても２名までというところでお願いしてお

りますし、まず体育館へ入場するときにも検温のお願い、そういうところも十分にして、感

染症対策については万全を期して実施したいというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 タブレット端末の教材使用料が、これは基山小学校、若基小学校、中学校全て出ています

けれども、タブレット端末自体が、予定では２月中にはもう納入されると。納入されている

んだろうなというふうに聞くんです。そして多分まだ、子供たちにも朝の通学のときにちょ

っと話を聞いたら、まだ自分たちが触ったことはないということですので、全部どこかに保

管されているんだろうなというふうに思っています。 

 それで、この教材の使用料。これは端末を購入するときの予算の中に入っていたのではな

いですか。何で今頃出るのかなと。例えば、当初予算で何か出るのであったらまだ私は分か

るんですけれども、今の時期になぜこれが出てくるのかよく分からないんですけれども、こ

れは一体どういうふうな内容か。それと、先ほど聞きましたタブレットの今の保管状況を含

めて説明をお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 タブレット端末については、納入のほう予定どおり進んでおりますので、各学校の部分、
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入ってきてはおりますけれども、まだ設定作業等は台数のほうがありますので、それを順次

進めているところになります。なので、実際子供たちが使うのはもう少し先というような形

になります。 

 今回のタブレット教材の使用料で上げております部分につきましては、タブレット自体に

も入っている部分はあるんですけれども、それにプラスしてドリル教材のほうを入れて学習

を充実させていきたいということで、この部分につきましては５教科分の学習ドリルの教材

使用料ということになります。１教科当たり７万円で、５教科分の消費税ということで38万

5,000円。これは学校１校当たりのライセンスがその部分ということになりますので、各学

校それぞれ同額の38万5,000円ということで、今回補正予算のほうでお願いをしているとこ

ろでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款２項４目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款３項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款４項１目、２目、３目。47ページ。河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 確認です。負担金及び補助金の町民会議活動費補助金マイナス30万円。これはもともと15

0万円で予算化されていたと思うんですけれども、30万円減になったというのは、コロナ禍

で活動、いろんな行事が縮小されたというか中止になったりということが原因だということ

で考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 今泉こども課長。 

○こども課長（今泉雅己君） 
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 議員おっしゃられるとおり、この活動分、夏季研修、それからふれあい合宿の分について

の減でございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款４項４目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款５項１目、３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 11款１項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 11款２項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 11款４項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 13款２項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 14款１項１目予備費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第６号に対する質疑を終結します。 

      日程第９ 議案第７号 
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○議長（品川義則君） 

 日程第９．議案第７号 令和２年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）を議

題とし、本案に対する質疑を行います。 

 議案書の22ページをお開きください。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 23ページ、歳入歳出。第１表．歳入歳出予算補正、歳入の部。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 24ページ、歳出の部。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入、５款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ６款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ７款１項１目。繰入金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出に入ります。 

 １款１項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 １款２項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ２款１項１目、３目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款２項１目。９ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２款５項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ６款１項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ６款２項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ７款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ９款３項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款１項１目予備費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第７号に対する質疑を終結します。 
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      日程第10 議案第８号 

○議長（品川義則君） 

 日程第10．議案第８号 令和２年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を

議題とし、本案に対する質疑を行います。 

 議案書の25ページをお開きください。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 26ページ、第１表．歳入歳出予算補正、歳入の部。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 27ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。３ページをお開きください。 

 歳入の部、４款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出、２款１項１目。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第８号に対する質疑を終結します。 

      日程第11 議案第９号 

○議長（品川義則君） 

 日程第11．議案第９号 令和２年度基山町下水道事業会計補正予算（第５号）を議題とし、

本案に対する質疑を行います。 

 議案書の28ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 29ページ。 



- 368 - 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、補正予算書に関する説明書に入ります。１ページをお開きください。 

 実施計画兼事項別明細書、収益的収入及び支出の収入。１ページ、２ページ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 支出。３ページ、４ページ、５ページまで。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 資本的収入及び支出、収入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 支出。７ページ、８ページ。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 ７ページの１款１項３目．固定資産購入費。これは今度基山町が新たに宝満川流域下水道

の浄化槽のほうに汚水を排水するためのポンプ場の建設の用地購入費になりますけれども、

これはもう執行されたのか。もう購入契約は済んだのかというのと、何平米だったのかと。

多分地目が農地だったなというふうに思うんです。平米単価も差し支えなければ教えていた

だきたいと思いますけれども。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、用地についてはもう契約を済ませて現在登記の申請を法務局のほうにしているとこ

ろでございます。用地の内容におきましては、すみません、ちょっと手元に詳しい物を持っ

てきておりませんが、約1,200平米を買収させていただいております。これはポンプ場の用

地等に使用する敷地として購入をしております。単価につきましては、総額で1,100万円の

購入をしておりますけれども、ちょっとすみません、単価については総額でお願いをいたし

ます。 

○議長（品川義則君） 
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 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ９ページ、キャッシュフロー計算書。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 予定損益計算書。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 12ページ、予定貸借対照表。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 それこそ、今12ページですか。 

○議長（品川義則君） 

 どうぞ。 

〇９番（重松一徳君） 

 貸借対照表の関係ですけれども、早い話が資産の合計が53億6,275万円ありますし、その

後の負債の合計が42億3,996万円になりますよと。その差の11億円、これが純資産といいま

しょうか、いう形になっているんだろうというふうに思います。それと企業債、早い話が基

山町の下水道の企業債を含めて20億7,071万円ぐらいになりますけれども、結局利子がです

ね……。ちょっとすみません。ちょっと探します。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員、それでは差額を聞きましょうか、１問目を。 

〇９番（重松一徳君） 

 ではすみません。 

 分かりました。見ていてなかなか分からない部分があって。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 10ページの支払利子が3,421万円もあるんです。現在、基山町の下水道の債務が約20億円。
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それに対して、毎年約支払利息が3,400万円もあると。昔、基山町がこの下水道工事を進め

る中において、ずっと借金もしてきたわけですけれども、利率が高いものがそのまま、まだ

残っているのではないかと。例えば減債基金を含めてもう高い利率の部分は繰上償還ができ

ないのかという中身ですけれども、これを分かれば教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まずちょっと利率の部分、私は令和元年度の決算書で見ているんですけれども、これによ

りますと、今現在お借りしているのは、一番高いものでも2.2％で、今低いのは0.006％から

0.01％。現在は10年で固定の、10年後は変動になる、そういった利子関係の変動に合わせた

形でできるようにお借りをしております。 

 今言われた過去の高いものが今のところございませんので、そういった中で、今企業債の

借入れをさせていただいているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。（発言する者あり）一番最初のやつを。 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、資産です。負債においても流動資産、単年度でお返しする分と固定資産、起債みた

いに長期にわたってお返しする分がございます。先ほど重松議員がおっしゃられました差額

については、そのような固定資産負債につきましては、あくまでも長期にわたるものという

ことになっておりますので、それの差額となっております。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。15ページまで終わりますけれども、ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第９号に対する質疑を終結します。 

      日程第12 議案第14号 

○議長（品川義則君） 

 日程第12．議案第14号 令和２年度基山町一般会計補正予算（第10号）を議題とし、本案
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に対する質疑を行います。 

 追加議案書の１ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ２ページ、第１表．歳入歳出予算補正歳入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ４ページ、第２表．繰越明許費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ５ページ、第３表．地方債補正。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入。14款２項２目、４目、８目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 18款１項10目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 21款１項５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出に入ります。２款１項６目、12目、14目、15目。６ページ。河野議員。 

○８番（河野保久君） 
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 企画費で甘木鉄道の維持対策事業負担金が89万7,000円で、これは何か全協のときの説明

では利用客が減ったからということでの、苦しくなったので何とかしてくれんかの支出金と

判断しています。普段、甘木鉄道は大体どのぐらいの乗車の方、利用者数があって、今どの

ぐらいになっているのかというその辺は分かりますか。 

○議長（品川義則君） 

 亀山定住促進課長。 

○定住促進課長（亀山博史君） 

 甘木鉄道の輸送人員です。乗客数でございますけれども、令和元年度、昨年度については、

輸送人員が、これは延べでございますが、合計で143万6,877名の方が乗客として御利用され

ていると。その前の年の平成30年度も141万4,979名ということで、令和元年度までは緩やか

に増加をしていたということでございますけれども、今回計上させていただいています令和

２年度につきましては、11月までで、昨年の算出の根拠としています７月、８月、９月で前

年同月と比べましても８万2,000人ほど乗客の減が生じております。ですので、今回新型コ

ロナの第２波、第３波の影響ということで経営に影響が出ているということでの、また２回

目の負担、支援という形で沿線自治体が協調して行うということで計上させていただいてお

ります。 

○議長（品川義則君） 

 河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 いいです。すみません。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款１項１目、２目。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 昨日もらって私も十分見る時間もなくて、今日説明も受けて少し分からないから聞きたい

んですけれども、例えば生活支援福祉給付金とか、その後またすぐ児童扶養手当世帯支援給

付金とか書いてあります。結局、国からの第３次にわたる臨時交付金の中で使われてきた部
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分で、このもらった資料の４ページ、５ページ、６ページです。これは少し説明をもらわな

いと数字が合わないんです。例えば生活支援福祉給付金が事項別明細では261万円になって

いますけれども、今日もらった部分では、これは合計数になっているのかどうかは分かりま

せんけれども、この数字というのは実際出てきません。そして、その後のひとり親家庭への

特別給付金も事項別明細では200万円になっていますけれども、４ページの資料では215万円

になっているとか、少し分かりませんので、この資料の４ページ、５ページ、６ページにつ

いてちょっと私たちが分かるように説明してもらっていいですか。 

○議長（品川義則君） 

 答弁調整のため、暫時休憩します。 

～午後１時34分 休憩～ 

～午後１時38分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 ３款１項１目の生活支援福祉給付金の部分を御説明差し上げます。 

 こちらの事業費といたしまして11節の消耗品費に３万円、12節の役務費のところに通信運

搬費５万円、口座振込手数料３万円、また、19節の負担金補助及び交付金のところに生活支

援福祉給付金として261万円を計上させていただいておりまして、合計の272万円を補正でお

願いしているところでございます。こちらの分につきましては、追加でお配りしております

令和２年度の予算関係資料の６ページの事業番号でいいますと15番のところの３月追加補正

分472万円のうち272万円が３款１項１目の分ということで計上しているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 そういうふうに言ってもらえれば分かるんですけれども。早い話が、この資料で出してあ

る４ページ、５ページ、６ページの少し色が濃くなっている部分が今回の補正予算に関わる

部分という形で、構成も含めてそういうふうになっているみたいですので、それはそれで分

かりました。 
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 今言われました６ページの事業番号15で、ひとり親家庭については児童１人当たり１万円

という形になっていますので、200万円ですから200人という形になっているんだろうと思い

ますけれども、生活支援給付金については、生活保護受給者世帯に対して１世帯当たり8,00

0円または１万円という形になっていますので、１万円でしたら、例えば261世帯というふう

に単純計算できるんですけれども、8,000円または１万円になってくると、これは世帯数が

確定されません。この世帯数は一体どうなっているのか、説明をお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 生活支援福祉給付金の世帯の内訳を御説明いたします。 

 まず、生活保護受給世帯なんですけれども、現在合計で50世帯の生活保護受給世帯がござ

います。このうち１人世帯に該当する方が45世帯ございます。この45世帯の方につきまして

は8,000円ということで給付金を給付する予定にしております。１人世帯以上の５世帯の方

には１万円ということで給付を予定しております。 

 なぜ8,000円と１万円にしているかというと、一応生活保護の受給世帯の方につきまして

は、8,000円を超える額につきましては臨時の収入ということにみなされて、次の生活保護

からその超えた分を差し引かれて次の生活保護費が給付されるということで、8,000円を超

えた分につきましてはそういった金額の試算をされるようですので。ただ、２人世帯になる

と8,000円掛ける２の１万6,000円が上限ということですので、8,000円を超えた分につきま

しては、そういった次の給付から差し引かれるということで、もう上限の8,000円というこ

とで、今回生活福祉給付金ということで設定させていただいているところでございます。 

 それから、そのほかに就学援助の受給世帯といたしまして14世帯の世帯を予定しておりま

す。また、特別児童扶養手当の受給世帯ということで33世帯予定しております。また、18歳

以下のお子さんが５名以上属する世帯ということで、多子世帯ということで12世帯を予定し

ております。また、児童扶養手当の受給世帯といたしまして120世帯を予定しております。

また、令和２年度の住民税非課税世帯のうち中学生以下のお子様がいる世帯につきまして41

世帯、今把握しておりますけれども、41世帯に給付を予定しております。一応合計といたし

まして270世帯が全体で合計額の261万円ということで、現在試算をしているところでござい

ます。 
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○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３款２項１目、３目、４目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ４款１項１目、２目、４目。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 やはり関連してです。１目19節のこの休日救急医療事業負担金の535万9,000円です。これ

も６ページに資料がございますけれども、そこの、この休日でも発熱外来に対応し、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止に努める。ここら辺をもう少し詳しく御説明ください。 

○議長（品川義則君） 

 中牟田健康増進課長。 

○健康増進課長（中牟田文明君） 

 休日救急医療事業負担金ということで、資料の６ページにも書いておりますけれども、こ

れにつきましては、休日救急においてＰＣＲの検査等を12月より行うようになっております。

その分の経費と、やはり休日救急の事業に対して受診者自体が相当減ってきております。減

ってきたことによって、その市町村の出す経費に対して収入が少なくなったということにな

っておりますので、運営経費のほうが相当上がってきておりますので、その分の負担金のほ

うを今回上げさせてもらっているというところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 休日のということで、これはあくまでも基山町内の医療者関係ということでよろしかった

んでしょうか。それと、何件あるのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 中牟田健康増進課長。 

○健康増進課長（中牟田文明君） 
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 基山町の休日救急につきましては、鳥栖市のほうに委託というふうな感じで運営させても

らっております。場所は鳥栖市の保健センターのほうに併設しているような感じで行ってお

りますので、そちらのほうで一括して、基山町の住民の方についての受診のほうは休日はお

願いしているというところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ５款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ７款１項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ８款５項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款１項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 13ページ、10款２項１目、２目、３目、４目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款３項１目、２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款４項４目、５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 
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 10款５項２目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 14款１項１目予備費。重松議員。 

〇９番（重松一徳君） 

 21ページ、会計年度任用職員で今回補正で１名採用される形になります。私も見ていて、

新型コロナの関係での何か臨時職員の関係だろうなと思いながら見ているんですけれども、

この会計年度任用職員１名の採用の理由について説明をお願いできますか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 この部分は事項別明細書で申し上げると９ページ。４款１項２目予防費になります。この

１節に会計年度任用職員報酬として計上させていただいておりますけれども、今、令和３年

の４月から発足しますプラチナ社会政策室、こちらのほうでワクチン接種について対応して

いくということでしておりますけれども、こちらのほう、いろいろな問合せ等も出てきます

ので、そういった部分も含めて対応していく必要があるだろうということで、もう既に今福

祉課のほうにそういった席を設けておりますので、そちらのほうで対応していただくための

会計年度任用職員を１名お願いしておるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかに。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第14号に対する質疑を終結します。 

      日程第13～17 議案第10号～議案第15号 

○議長（品川義則君） 

 日程第13．議案第10号から日程第17．議案第15号までを一括議題とします。 

 ここでお諮りします。議案第10号 令和３年度基山町一般会計予算、議案第11号 令和３

年度基山町国民健康保険特別会計予算、議案第12号 令和３年度基山町後期高齢者医療特別

会計予算、議案第13号 令和３年度基山町下水道事業会計予算、議案第15号 令和３年度基
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山町一般会計補正予算（第１号）について、予算特別委員会に付託することについて御異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第10号から13号まで、及び議案第15号を予算特別委員

会に付託することに決定します。 

      日程第18 諮問第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第18．諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議

題とし、本案に対する質疑を行います。 

 ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、諮問第１号に対する質疑を終結します。 

      日程第19 諮問第２号 

○議長（品川義則君） 

 日程第19．諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議

題とし、本案に対する質疑を行います。 

 ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、諮問第２号に対する質疑を終結します。 

      日程第20 報告第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第20．報告第１号 基山町土地開発公社の事業報告についてを議題とし、本案に対す

る質疑を行います。鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 土地開発公社です。今まで何十年となって基山町の公共用地の選考に貢献してきたわけで

すけれども、これを見ていただくように、全く今は土地もないというような状態。私は四、

五年、そこの保育園の跡を塩漬けということでやったけれども、土地開発公社で買われてき
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れいになっています。基山町土地開発公社は、今後の事業に利用していきたい、利用したい

という町長のほうの意向があったと思いますけれども、現時点でこの土地開発公社をまだ基

山町は存続させて、今後のいろんな施策とかにどういう考えで、まだ実態として残していく

という考えか、具体的な話とかありましたらお願いします。 

○議長（品川義則君） 

 酒井副町長。 

○副町長（酒井英良君） 

 開発公社の土地の先行取得等についての具体的な予定はございませんけれども、今後新設

事業、道路とかもあるかもしれませんので、その場合は土地開発公社自体が機動性がありま

すので、負債とかもあるわけではないし、塩漬けの土地もあるわけではありませんので、今

後そういうことに対処するために存続させていきたいというふうには考えております。 

○議長（品川義則君） 

 鳥飼議員。 

○10番（鳥飼勝美君） 

 今、具体的に先行取得はないということですね。もう一回お願いします。 

○議長（品川義則君） 

 酒井副町長。 

○副町長（酒井英良君） 

 現在、具体的な予定はないところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、報告第１号に対する質疑を終結します。 

 以上で質疑の全てを終結します。 

      日程第21 委員会付託 

○議長（品川義則君） 

 日程第21．委員会付託を議題とします。 

 ただいまから議案付託表を配付しますので、しばらくお待ちください。 
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    〔資料配付〕 

○議長（品川義則君） 

 ただいま議案付託表を配付しましたが、配付漏れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 お諮りします。会議規則第38条の規定により、今期定例会休会中の審査に付するため、議

案付託表記載どおり、これを総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会、予算特別委員会に

付託することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 異議なしと認めます。よって、以上のとおり決定しました。 

 本日の会議は以上をもって散会とします。 

～午後１時55分 散会～ 

 


